
Ⅰ はじめに
現在、厚生労働省指定保育士養成校（以下、養成校と

略）は475校（平成19年８月１日現在）あり１）、多くの大

学、短大などにおいて保育士養成を行っている。全国の

養成校では児童福祉法施行規則に定める規定を遵守して

カリキュラムを設定し学生指導を行っている。そのカリ

キュラムを構成する指導科目において、多くの養成校で

中心科目となっているのは保育実習である２）。しかし、

中心科目として重視されてきた保育実習は、同じ福祉系

国家資格である「介護福祉士」が介護実習の学習内容を

利用者のかかわりなど実習段階によって法的に学習内容

を詳細に記載されているのと比較して、現在まで法律に

よる詳細な学習内容は規定されていない３）。従って、全

国の養成校では学習内容を各々の指導の積み上げによっ

てつくり、独自の学習内容で行ってきた。養成校の「独

自性」による学習内容の相違は、実習施設の指導担当者

が実習生の養成校が変わるたびに各養成校の学習内容や

評価方法を始めから理解し対応するなどの弊害が生まれ

ている。平成19年度全国保育士養成セミナー分科会で保

育所の施設長である森本氏は「地域の養成校の指導法の
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This study is an examination of childcare practice that uses "Minimum Standard", through this study

researched on achievement level of students of learning contents presented by "Minimum Standard" at child-

care practice. The results indicated that the learning contents of low achievement level at the childcare prac-

tice was the learning contents of the childcare support. Therefore, the teacher of the childcare person train-

ing school need to guidance with emphasis on childcare support, and the guidance for childcare support need
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personal information protection.

This study compared the learning evaluation of the group of students that learned the same day nursery

with the group of students that learned the different day nursery to examine a method of effective childcare

training. The results indicate that the group of students that learned the same day nursery exhibited signifi-

cantly higher achievement level to the group of students that learned the different day nursery at many
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統一・評価の統一は不可欠である」と述べ、保育実習の

ガイドラインとなるべきものが全国の養成校ばかりでな

く実習生を受け入れる保育現場からも求められていた。

そこで、2005年に社団法人保育士養成協議会（以下、

保養協と略）によって、保育実習のガイドラインという

べき保育実習指導のミニマムスタンダード（以下、ミニ

マムスタンダードと略）が提案された４）。ミニマムスタ

ンダードの作成の経緯は、2002～2004年に「保育実習の

実態調査」「保育実習の事例検討」による調査研究５）６）

を経て、「実習指導のミニマムスタンダード試案」が作成

され７）、提示された試案を保養協の会員校教職員、職能

団体からの意見や提案をうけ再度検討し、ミニマムスタ

ンダードとして提案された８）。那須らは九州管内の養成

校を対象としてミニマムスタンダードの保育実習の内容

と現在行っている養成校の保育実習の内容を調査し、多

くの養成校で授業時間を割いてミニマムスタンダードの

学習内容を指導していることを報告している９）10）。この

ようにミニマムスタンダードは、全国の養成校の統括団

体である保養協によって提案されたことで、多くの養成

校に取り入れられ保育実習の学習内容に統一性を持たせ

ることが期待できる。従って、養成校と実習施設にとっ

て効果的な保育実習をつくるためにミニマムスタンダー

ド取り入れることは必要なことであり、効果的にミニマ

ムスタンダードを養成校の保育実習に取り入れるために

は、今まで養成校で培ってきた保育実習の学習内容にミ

ニマムスタンダードで示す学習内容をどの程度学生が習

得しているのか確認することが必要である。

そこで、本研究では保育実習指導の中でも「保育実習

の保育所における実習（以下、保育実習Ⅰ（保育所）と

略）」「保育実習の保育所以外の施設における実習（以下、

保育実習Ⅰ（施設）と略）」「保育実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」

での実習に焦点をあて、養成校の学生がミニマムスタン

ダードに示される実習生に学ばせる標準的な事項の習得

度を把握することを目的とし調査を行った。また、ミニ

マムスタンダードを核とした実習を展開した場合、保育

実習をどのような方法で実践すると効果的なのか探索す

るため、本研究では保育実習Ⅰ（保育所）と保育実習Ⅱ

において同じ保育所で実習を行った集団（以下、同保育

所群）と異なる保育所で実習を行った集団（以下、異保

育所群）を比較し、実習施設の違いが評価にどのような

影響を及ぼすのか分析した。

Ⅱ 方法
１．調査対象及び調査時期

対象者は、千葉経済大学短期大学部こども学科保育コ

ース（以下、千葉経済と略）２年生85名（男性４名、女

性81名）、青森県内の保育士養成校Ａ短期大学（以下、Ａ

短大と略）２年生93名（男性12名、女性81名）の計178名

である。各実習では、「保育実習Ⅰ（保育所）」178名、

「保育実習Ⅰ（施設）」172名、「保育実習Ⅱ」151名、「保

育実習Ⅲ」27名であった。

調査時期は、千葉経済において平成19年12月６日の保

育士資格必修科目である「養護原理」の講義時に実施。

Ａ短大では平成19年12月11・12日の保育士資格必修科目

である「社会福祉援助技術」の講義時に実施した。

２．実習

１）実習の種類

保育士資格を取得するために必要な実習は、「保育実習

Ⅰ（保育所）」「保育実習Ⅰ（施設）」「保育実習Ⅱ」「保育

実習Ⅲ」の４つである。実習施設の種類で分類すると

「保育実習Ⅰ（保育所）」「保育実習Ⅱ」では保育所で実習

を行う。また、「保育実習Ⅰ（施設）」では保育所を除い

た居住型児童福祉施設及び知的障害者更生施設、知的障

害者授産施設など、「保育実習Ⅲ」では保育所を除いた児

童厚生施設及び知的障害者通園施設その他社会福祉諸法

令の規定に基づき設置されている施設であって、保育実

習を行う施設として適当と認められる施設において実習

を行う11）。

２）実習期間

千葉経済の各実習の期間は、保育実習Ⅰ（保育所）が

平成18年11月中旬、保育実習Ⅱが平成19年６月中旬、保

育実習Ⅰ（施設）が平成19年２・３月、保育実習Ⅲが平

成19年６月中旬に実施された。

Ａ短大の実施期間は、保育実習Ⅰ（保育所）が平成19

年１月初旬、保育実習Ⅱが７月下旬、保育実習Ⅰ（施設）

が２・３月、保育実習Ⅲが８月中旬であった。よって、

対象者は、調査実施の時点で保育実習Ⅰ（保育所）、保育

実習Ⅰ（施設）、保育実習Ⅱ、保育実習Ⅲの実習を既に終

了している。

２．収集資料

調査資料は、「保育実習Ⅰ（保育所）」「保育実習Ⅰ（施
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設）」「保育実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」のそれぞれの実習に対

して質問を設定した。調査項目はミニマムスタンダード

より、「保育実習Ⅰ（保育所）」「保育実習Ⅰ（施設）」「保

育実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」の実習を通して実習生に学ばせ

る事項として上げられた内容を質問形式に修正したもの

である。なお、学生を対象とした質問に適さない項目は

除外した。また、ミニマムスタンダードでは実習生に学

ばせる項目を大項目と小項目に分類している。本研究で

は小項目の内容を質問項目としている。それぞれの大項

目と質問項目の詳細は表１の通りである。

調査は無記名式とし“非常によくできた”を“５”、

“よくできた”を“４”、“どちらでもない”を“３”、“あ

まりできかなった”を“２”、“全くできなかった”を

“１”の５段階での評価とした。回収率は千葉経済、Ａ短

大ともに100％であった。

「保育実習指導のミニマムスタンダード」を取り入れた保育実習のあり方について　千葉
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大　項　目 
実習施設について理解を深めさせ
る。 
保育所の状況や一日の流れを理解
し、参加させる。 

乳幼児の発達を理解させる。 
 
 
保育計画・指導計画を理解させる。 
 

保育技術を習得させる。 
 
職員間の役割分担とチームワーク
について理解させる。 
 家庭・地域社会との連携について
理解させる。 

子どもの最善の利益を具体化する
方法について学ばせる。 
保育士の倫理観を具体的に学ばせ
る。 
 
安全及び疾病予防への配慮につい
て学ばせる。 

質　問　項　目 
　１．実習した保育所の概要を理解できましたか　　 
　２．実習した保育所の設立理念と保育の目標を理解できましたか 
　３．保育所の生活に主体的に参加し、一日の流れを理解できましたか 
　４．保育に参加し、保育所の状況を理解できましたか 
　５．観察やかかわりを通して、乳幼児の遊びや生活の実態を理解できましたか 
　６．積極的に遊びの仲間に加わり、かかわりを通して、乳幼児の発達を理解できましたか 
　７．保育計画の意義を理解し、保育の実態を学べましたか 
　８．保育計画に基づく指導計画のあり方を学べましたか 
　９．部分実習などにおける指導計画を立案し実践することができましたか 
１０．保育の実際を通して、保育技術を学べましたか 
１１．保育の一部分を実際に担当し、子どもの援助・指導を行い実践することができましたか 
１２．職員の役割分担を理解できましたか 
１３．保育士のチームワークの具体的な姿について学べましたか 
１４．保育所と家庭との連絡ノートやおたより等の実際に触れ、その役割について理解できましたか 
１５．登所、降所の際の保育士と保護者とのかかわりを通して、家庭とのコミュニケーションのとり方を学べましたか 
１６．地域における子育て支援事業の実態について理解できましたか 
１７．日常の保育士と子どもとのかかわりを通して、子どもにとってよりよい生活やかかわりのあり方を学べましたか 
１８．子どもの最善の利益を追求する保育所全体の取り組みについて学べましたか 
１９．守秘義務が具体的にどのように遵守されているか学べましたか 
２０．個人のプライバシーが、具体的にどのように保護されているか学べましたか 
２１．保育所全体の安全に対する仕組みと個々の配慮を理解できましたか 
２２．保育所全体の衛生に対する仕組みと個々の配慮を理解できましたか 
２３．一人ひとりの子どもに対する安全の配慮を理解できましたか 
２４．一人ひとりの子どもに対する衛生の配慮を理解できましたか 

表１－１　保育実習Ⅰ（保育所）の「保育実習ミニマムスタンダード」で示される大項目と質問事項 

大　項　目 
実習施設について理解を深めさせ
る。 
施設の状況や一日の流れを理解し、
参加させる。 
子ども（利用者）のニーズを理解
させる。 

援助計画を理解させる。 
 
 
養護技術を習得させる。 
 
職員間の役割分担とチームワーク
について理解させる。 
 
施設・家庭・地域社会との連携に
ついて理解させる。 
 
子ども（利用者）の最善の利益を
具体化する方法について学ばせる。 
保育士の倫理観を具体的に学ばせ
る。 
 
安全及び疾病予防への配慮につい
て学ばせる。 

質　問　項　目 
　１．実習した施設の概要を理解できましたか　　 
　２．実習した施設の設立理念と養護の目標を理解できましたか 
　３．施設の生活に参加し、一日の生活の流れを理解できましたか 
　４．子ども（利用者）や保育士とともに生活し、施設の生活状況を理解できましたか 
　５．観察を通して、子ども（利用者）の実態を理解できましたか 
　６．子ども（利用者）と生活を共にし、積極的に関ることを通して、子ども（利用者）のニーズを理解することができましたか 
　７．援助計画の意味を理解し、施設全体の援助の実態を学べましたか 
　８．年齢・発達その他個人の特性などに応じた援助計画のあり方を学ぶことができましたか 
　９．保育士の援助の実際を通して、養護技術を学べましたか 
１０．生活の一部分を実際に担当し、子ども（利用者）の養護を理解できましたか 
１１．子ども（利用者）の個別性に配慮した養護のあり方を学べましたか 
１２．職員間の引継ぎ等に触れ、一貫性・継続性に配慮した養護の視点を学ぶことができましたか 
１３．異業種間の業務内容や役割に触れ、チームワークのあり方について理解できましたか 
１４．施設と家庭との連携の実態に触れ、そのあり方について理解することができましたか 
１５．保育士と保護者とのかかわりについて理解し、連携のあり方を学べましたか 
１６．地域における子育て支援事業の実態について理解できましたか 
１７．地域における社会資源（児童相談所・小中学校・医療機関等）について理解できましたか 
１８．日常の保育士と子ども（利用者）とのかかわりを通して、子ども（利用者）にとってよりよい生活や関りのあり方を学べましたか 
１９．子ども（利用者）の最善の利益を追求する施設全体の取り組みについて学べましたか 
２０．守秘義務の遵守等が具体的にどのようになされているのか学べましたか 
２１．個人のプライバシーが、具体的にはどのように保護されているか学べましたか 
２２．施設全体の安全に対する仕組みと個々の配慮を理解することができましたか 
２３．施設全体の衛生に対する仕組みと個々の配慮を理解することができましたか 
２４．一人一人の子ども（利用者）に対する安全の配慮を理解することができましたか 
２５．一人一人の子ども（利用者）に対する衛生の配慮を理解することができましたか 

表１－２　保育実習Ⅰ（施設）の「保育実習ミニマムスタンダード」で示される大項目と質問事項 



３．分析方法

全ての調査項目の評価点は平均値±標準偏差で示した。

また、本研究と同じく学生の実習成果を調査した先行研

究では対象者が強く肯定している項目を分かりやすくす

るために「肯定率」を示している12）13）。本研究でも保育

実習Ⅰ（保育所）、保育実習Ⅰ（施設）、保育実習Ⅱ、保

育実習Ⅲのそれぞれの評価項目の「肯定率」を示した。

「肯定率」は、質問紙で設定した評価段階の平均値を百分

率に換算したものである。先行研究では調査を７段階評

価で行って、評価点の平均が7.00の場合「肯定率」100％、

評価点の平均が1.00の場合「肯定率」0％とし、計算式を

「肯定率＝（平均値－１）／６」としている。本研究では

５段階評価で設定しているため、評価点の平均が5.00の

場合「肯定率」100％、評価点の平均が1.00の場合「肯定

率」0％となり、「肯定率」の計算式は「肯定率＝（平均

値－１）／４」となる。

また、同保育所群と異保育所群の学習評価の差を調べ

るために対応のないt検定を用いた。なお、これら全ての

検定の統計的な有意水準は5％以下の場合のみとした。

Ⅲ 結果
１．各実習の学習内容の習得度の実態

１）保育実習Ⅰ（保育所）（表２、図１）

保育実習Ⅰ（保育所）では肯定率をみると80％以上の
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大　項　目 
保育全般に参加し、保育技術を習
得させる。 
 子どもの個人差について理解し、
多様な保育ニーズへの対応方法を
習得させる。

 

指導計画を立案し、実践させる。 
 
家族とのコミュニケーションの方
法を、具体的に習得させる。 
 
地域社会との連携について具体的
に学ばせる。

 
 
子どもの最善の利益への配慮を学
ばせる。

 
保育所保育士としての職業倫理を
理解させる。 
 

自己の課題を明確にする 
 

質　問　項　目 
　１．デイリープログラムを把握し、保育全般に積極的に参加することができましたか　　 
　２．保育士の職務を理解し、保育技術を習得することができましたか 
　３．子どもの個人差に応じた対応の実際を学べましたか 
　４．子どもの発達の違いに応じた援助の方法を習得することができましたか 
　５．特別な配慮を要する子どもへの理解を深め、その対応について学べましたか 
　６．延長保育をはじめとする多様な保育サービスを体験し必要性を理解できましたか 
　７．保育の一部分を担当する指導計画を立案し、それを実践することができましたか 
　８．一日の保育を担当する指導計画を立案し、それを実践することができましたか 
　９．連絡ノート、おたより等による家庭との連絡を学べましたか 
１０．日常の保護者との対応に触れ、コミュニケーションの方法を学べましたか 
１１．子育て支援のニーズを理解し地域における保育所の役割について学べましたか 
１２．園庭開放、一時保育等の実際に触れ、その地域の保育ニーズを理解できましたか 
１３．地域の社会資源（児童相談所・小学校・図書館・医療機関等）との連携について学べましたか 
１４．保育所の理念、目標等から、その意味を理解することができましたか 
１５．保育士の援助の方法や対応から、その姿勢を学べましたか 
１６．児童虐待への防止についての対応を学べましたか 
１７．守秘義務の遵守について、実際的に理解できましたか 
１８．保育士の具体的な職業倫理について理解できましたか 
１９．保育士に必要な資質について理解できましたか 
２０．実習を総括し、実習を通して得た問題や課題を確認できましたか 
２１．必要な今後の学習課題を確認することができましたか 
２２．課題を実現させていく具体的方法を考えることができましたか 

表１－３　保育実習Ⅱの「保育実習ミニマムスタンダード」で示される大項目と質問事項 

大　項　目 
養護全般に参加し、養護技術を習
得させる。 

子ども（利用者）の個人差、子ど
も（利用者）のニーズについて理
解し、その対応方法を習得させる。

 
 
援助計画を立案し、実践させる。
家族とのコミュニケーションの方法を、
具体的な事例を通して学ばせる。 

地域社会との連携について具体的
に学ばせる。 
 

子ども（利用者）の最善の利益へ
の配慮を学ばせる。 
 
施設保育士としての職業倫理を理
解させる。 
 

自己の課題を明確化させる 

質　問　項　目 
　１．施設の養護活動に参加し、養護技術を習得することができましたか　　 
　２．保育士の職務を理解し、日々の生活を通してその役割を習得することができましたか 
　３．子ども（利用者）に共感し、受容する態度を身につけることができましたか 
　４．子ども（利用者）の個人差に応じた対応方法を身につけることができましたか 
　５．子ども（利用者）の発達の違いに応じた養護の方法を学べましたか 
　６．生活環境にともなう、子ども（利用者）のニーズを理解できましたか 
　７．援助計画を立案し、指導担当職員のもとで実践することができましたか 
　 　８．日常の保護者との対応を通して、コミュニケーションの方法を学べましたか 

　９．地域の子育て支援のニーズを理解し、施設の役割について学べましたか 
１０．地域支援事業等の実際に触れ、その地域の保育ニーズを理解することができましたか 
１１．地域の社会資源との連携について理解を深めることができましたか 
１２．実習施設の理念、目標等から、その意味を理解できましたか 
１３．保育士の援助の方法や対応から、その姿勢を学べましたか 
１４．子ども（利用者）の権利擁護の実際について学べましたか 
１５．守秘義務の遵守について、実際的に理解できましたか 
１６．保育士の具体的な職業倫理について理解できましたか 
１７．施設保育士に必要な資質や養護技術について理解できましたか 
１８．施設実習を総括し実習を通して得た問題や課題を確認することができましたか 
１９．必要な今後の学習課題を確認することができましたか 
２０．課題を実現させていく具体的方法を考えることができましたか 

表１－４　保育実習Ⅲの「保育実習ミニマムスタンダード」で示される大項目と質問事項 



高い値を示しているのが“3”「保育所の生活に主体的に

参加し、一日の流れを理解できましたか」の質問項目で

あった。大項目でみると“3”は「保育所の状況や一日の

流れを理解し、参加できる」に分類され、同じ大項目に

あてはまる“4”「保育に参加し、保育所の状況を理解で

きましたか」も77％と比較的高い数値を示している。

一方、50％以下の低い値を示している質問項目は“14”

「保育所と家庭との連絡との連絡ノートやおたより等の実

際に触れ、その役割について理解できましたか」、“16”

「地域における子育て支援事業の実態を学べましたか」で

あった。大項目でみると「家庭・地域社会との連携につ

いて理解させる」にあてはまり、同項の質問項目“15”

「登所、降所の際の保育士と保護者とのかかわりを通して、

家庭とのコミュニケーションのとり方を学べましたか」

も肯定率は53％と低い傾向であった。

２）保育実習Ⅰ（施設）（表３、図２）

保育実習Ⅰ（施設）は、他の実習と比べ項定率が70％

以上を示す質問項目が12項目あり全体的に高い傾向であ

った。肯定率が80％以上の高い数値を示す質問項目は、

“3”「施設の生活に参加し、一日の生活の流れを理解でき

ましたか」“4”「子ども（利用者）や保育士とともに生活

し、施設の生活状況を理解できましたか」であった。質

問項目“3”“4”は両項目ともに「施設の状況や一日の流

れを理解し、参加させる」の大項目に分類される。

肯定率が50％以下の低い数値を示す項目は、“16”「地

域における子育て支援事業の実態について理解できまし

たか」“17”「地域における社会資源（児童相談所、小中

学校、医療機関等）について理解できましたか」であっ

た。質問項目 “16”“17”は、いずれも大項目「施設・

家庭・地域社会との連携について理解させる」に分類さ

れ、大項目に属す質問項目も“14”「施設と家庭との連携

の実態に触れ、そのあり方について理解できましたか」

が51％、“15”「保育士と保護者とのかかわりについて理

解し、連携のあり方を学べましたか」が50％と全体的に

低い数値であった。
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19 20 21 22 23 24

　 

人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

肯定率 

1 

178 

3.52 

0.80 

63％ 

2 

178 

3.34 

0.80 

59％ 

3 

177 

4.26 

0.72 

82％ 

4 

177 

4.06 

0.74 

77％ 

5 

178 

3.91 

0.69 

73％ 

6 

177 

3.84 

0.78 

71％ 

7 

178 

3.34 

0.80 

59％ 

8 

178 

3.16 

0.96 

54％ 

9 

178 

3.11 

1.30 

53％ 

10 

178 

3.69 

0.83 

67％ 

11 

178 

3.44 

1.12 

61％ 

12 

177 

3.53 

0.95 

63％ 

13 

177 

3.54 

0.97 

64％ 

14 

177 

2.77 

1.17 

44％ 

15 

178 

3.11 

1.09 

53％ 

16 

178 

2.70 

1.00 

43％ 

17 

178 

3.61 

0.78 

65％ 

18 

178 

3.30 

0.86 

58％ 

19 

178 

3.28 

1.06 

57％ 

20 

178 

2.99 

1.02 

50％ 

21 

178 

3.77 

0.77 

69％ 

22 

178 

3.90 

0.83 

73％ 

23 

178 

3.90 

0.84 

73％ 

24 

178 

3.91 

0.83 

73％ 

表２　保育実習Ⅰ（保育所）の各質問項目の平均値、肯定率 

図１　保育実習Ⅰ（保育所）の各質問項目の肯定率 
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３）保育実習Ⅱ（表４、図３）

保育実習Ⅱの肯定率おいて80％の高い数値を示してい

るのは、質問項目“21”「必要な今後の学習課題を確認す

ることができましたか」であった。質問項目“21”は大

項目「自己の課題を明確にする」に分類され、同項目に

あてはまる質問項目“19”「保育士に必要な資質について

理解できましたか」“20”「実習を総括し、実習を通して

得た問題や課題を確認できましたか」“22”「課題を実現

させていく具体的方法を考えることができましたか」の

肯定率も70％以上の高い数値であった。

肯定率が50％以下の項目は、“9”「連絡ノート、おたよ

り等による家庭との連絡を学べましたか」、“13”「地域の

社会資源（児童相談所・小学校・図書館・医療機関等）

との連携について学べましたか」、“16”「児童虐待への防

止について学べましたか」であり、そのうち“13”が

36％、“16”が37％と本研究で調査した全項目の中でも最

も低い数値であった。大項目に分類すると“9”は「家族

とのコミュニケーションの方法を、具体的に習得させる」、

“13”が「地域社会との連携について具体的に学ばせる」、

“16”が「子どもの最善の利益への配慮を学ばせる」にあ

てはまる。上述の３つの大項目にあてはまるその他の質

問も、40～50％代と全体的に低い数値であった。

４）保育実習Ⅲ（表５、図４）

80％以上の高い肯定率を示す質問項目は“4”「子ども

（利用者）の個人差に応じた対応方法を身につけることが

できましたか」であった。大項目に分類すると“4”は

「子ども（利用者）の個人差、子ども（利用者）のニーズ

について理解し、その対応方法を習得させる」に属し、

その他の質問項目では“3”「子ども（利用者）に共感し、

受容する態度を身につけることができましたか」、“5”

「子ども（利用者）の発達の違いに応じた養護の方法を学

べましたか」が70％代、“6”「生活環境にともなう、子ど

も（利用者）のニーズを理解できましたか」が60％代と

ほとんどの質問項目が高い数値を示している。保育実習

Ⅲでは、項定率が40％以下の質問項目はなかった。
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人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

肯定率 

1 

172 

3.90 

0.75 

73％ 

2 

172 

3.59 

0.82 

65％ 

3 

172 

4.41 

0.56 

85％ 

4 

172 

4.28 

0.61 

82％ 

5 

172 

4.08 

0.70 

77％ 

6 

172 

3.80 

0.81 

70％ 

7 

172 

3.62 

0.87 

66％ 

8 

172 

3.61 

0.83 

65％ 

9 

172 

3.67 

0.84 

67％ 

10 

172 

3.17 

1.15 

54％ 

11 

172 

3.77 

0.85 

69％ 

12 

172 

3.86 

0.99 

72％ 

13 

172 

4.09 

0.86 

77％ 

14 

171 

3.05 

1.18 

51％ 

15 

172 

2.98 

1.23 

50％ 

16 

172 

2.84 

1.12 

46％ 

17 

172 

2.96 

1.13 

49％ 

18 

172 

3.71 

0.81 

68％ 

19 

172 

3.66 

0.86 

67％ 

20 

172 

3.84 

1.02 

71％ 

21 

172 

3.60 

1.06 

65％ 

22 

172 

3.99 

0.82 

75％ 

23 

172 

4.08 

0.77 

77％ 

24 

172 

4.07 

0.84 

77％ 

25 

172 

4.05 

0.83 

76％ 

表３　保育実習Ⅰ（施設）の各質問項目の平均値、肯定率 

図２　保育実習Ⅰ（施設）の各質問項目の肯定率 
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２．同保育所群と異保育所群の評価値の比較

本研究では、同保育所群と異保育所群の各質問項目の

平均値を比較した。また、保育実習Ⅰ（施設）と保育実

習Ⅲでの条件による比較は標本数が少数のため、この条

件で比較することは行わなかった。

実習施設の選択の相違による評価の差は表６及び図５

の通りである。保育実習Ⅰ（保育所）では、質問項目“1”

(t=2.02,p<0.05）“2”(t=2.06,p<0.05）“7”(t=2.55,p<0.05）

“8” ( t=2 .30 ,p<0 .05）“10” ( t=2 .72 ,p<0 .01）“11”

(t=4.24,p<0.001）“12”(t=2.18,p<0.05）において同保育

所群が有意に高いことが示された。保育実習Ⅱでは、“13”

( t = 2 . 2 3 , p < 0 . 0 5）“ 1 6” ( t = 2 . 2 6 , p < 0 . 0 5）“ 1 9”

(t=2.94,p<0.01）“21” (t=2.52,p<0.05）の質問項目におい

て、これも同保育所群が有意に高い結果が示された。ま

た、保育実習Ⅰ（保育所）で“3～6”“9”“13”“15～20”

“22～24”、保育実習Ⅱで“1～4”“5～7”“10～12”“14”

“17,18”“20”“22”の質問項目において有意な差は示さ

れていないが同保育所群に高い傾向が示された。

Ⅳ 考察
１．各実習の学習内容の習得度の実態

各実習の学習内容の習得度の実態の結果から共通して

いることは、肯定率が低値を示す大項目として「家庭・

地域社会との連携」に関する項目が示されたことである。

保育実習Ⅰ（保育所）「家庭・地域社会との連携について

理解させる」、保育実習Ⅱ「家族とのコミュニケーション

の方法を、具体的に習得させる」「地域社会との連携につ

いて具体的に学ばせる」、保育実習Ⅰ（施設）「施設・家

庭・地域社会との連携について理解させる」では50％以

下の低い数値を示し、保育実習Ⅲ「地域社会との連携に

ついて具体的に学ばせる」でも当該実習の大項目のなか

で比較すると低い数値を示している。

保育士の業務は2001年の児童福祉法改正にともない

「保育士とは、第十八条の第一項の登録を受け、保育士の

名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保

育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うこ

とを業とする者をいう」と児童福祉法に規定され14)、保

「保育実習指導のミニマムスタンダード」を取り入れた保育実習のあり方について　千葉
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人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

肯定率 

1 

151 

3.99 

0.84 

75%

2 

151 

3.89 

0.71 

72%

3 

151 

3.91 

0.79 

73%

4 

151 

3.80 

0.74 

70%

5 

151 

3.55 

1.02 

64%

6 

151 

3.64 

1.18 

66%

7 

151 

3.89 

0.94 

72%

8 

151 

3.44 

1.26 

61%

9 

151 

2.82 

1.13 

46%

10 

151 

3.05 

1.12 

51%

11 

151 

3.23 

0.92 

56%

12 

151 

2.98 

1.15 

50%

13 

151 

2.42 

1.10 

36%

14 

151 

3.30 

0.86 

58%

15 

151 

3.97 

0.81 

74%

16 

151 

2.48 

1.02 

37%

17 

149 

3.37 

1.05 

59%

18 

150 

3.34 

0.86 

59%

19 

151 

3.81 

0.74 

70%

20 

151 

4.17 

0.67 

79%

21 

151 

4.34 

0.69 

84%

22 

151 

4.09 

0.86 

77%

表４　保育実習Ⅱの各質問項目の平均値、肯定率 

図３　保育実習Ⅱの各質問項目の肯定率 
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育士資格の法定化と保護者に対する指導の責務が新しく

規定された。この改正によって、保育士は法定化に伴い

任用資格から名称独占資格への変更による資質向上、地

域社会の機能低下及び家庭での子育て機能低下にともな

う保護者への対応が求められるようになった。そのため、

保育所及び施設では特別保育事業として「地域における

子育て支援事業」が実施されることになった。保育士養

成課程では2002年に保育実習Ⅱ・Ⅲの教授内容で「地域

社会に対する理解を深め、連携の方法について具体的に

学ばせる」と明記され、科目で「家族援助論」が新規に追

加されるなど子育て支援に対する学習も必須となった4）。

ミニマムスタンダードでは、全国の保育士養成校より

ミニマムスタンダード試案への意見が掲載され、その中

で「・・・・子育て支援を項目としてあげたことに対し

て評価する養成校がある反面、実際に学生が実習中に地

域や家庭との連携について学習できるか、という点で消

極的な見解の養成校も多い」８）と報告され、実習指導に

子育て支援に関する項目を取り入れることの難しさを示

している。その理由として、実習先である保育所や施設

では子育て支援の内容によって子どもや保護者の家庭環

境と密接に関り多くの個人情報を知ることになるため、

保育所や施設では、子どもや保護者の個人情報保護の観

点から実習生を実際の場面に関与させず、実習生が経験

することができないことが考えられる。調査結果でも上

記の通り「家庭・地域社会との連携」についての項目が

低値を示し、さらに保育実習Ⅱの質問項目“16”「児童虐

待への防止についての対応が学べましたか」の項定率が

低く、子どもや保護者とのかかわりが難しく、密接にか

かわる必要がある場面での習得度が低い。また、ミニマ

ムスタンダードに対する実習施設からの回答も報告され

ており「守秘義務のない（法的）学生に児童の家庭の現

状を、いわゆる個人情報を教えていいのものか疑問です」
８）との意見があり、実習施設は法的に守秘義務のない学

生に子育て支援へ関与させることに対し、慎重になって

いることが伺える。実習施設の立場では個人情報の漏洩

は施設の子ども（利用者）への支援のあり方そのものに
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人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

肯定率 

1 

27 

3.78 

0.85 

70％ 

2 

27 

4.00 

0.68 

75％ 

3 

27 

4.11 

0.64 

78％ 

4 

27 

4.19 

0.56 

80％ 

5 

27 

4.11 

0.70 

78％ 

6 

27 

3.63 

0.79 

66％ 

7 

27 

3.11 

1.55 

53％ 

8 

27 

3.22 

1.37 

56％ 

9 

27 

3.22 

1.31 

56％ 

10 

27 

3.04 

1.37 

51％ 

11 

27 

3.52 

1.12 

63％ 

12 

27 

3.74 

0.98 

69％ 

13 

27 

4.11 

0.75 

78％ 

14 

27 

3.33 

1.14 

58％ 

15 

27 

3.78 

0.97 

70％ 

16 

27 

3.41 

1.15 

60％ 

17 

27 

3.63 

1.01 

66％ 

18 

27 

4.00 

0.83 

75％ 

19 

27 

3.96 

0.81 

74％ 

20 

27 

3.44 

0.75 

61％ 

表５　保育実習Ⅲの各質問項目の平均値、肯定率 

図４　保育実習Ⅲの各質問項目の肯定率 
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人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

Ｐ 

1 

93 

3.68 

0.73 

59 

3.39 

0.87 

＊ 

2 

93 

3.49 

0.73 

59 

3.22 

0.91 

＊ 

3 

93 

4.35 

0.67 

59 

4.22 

0.70

4 

93 

4.10 

0.74 

59 

3.98 

0.75

5 

93 

4.00 

0.69 

59 

3.85 

0.69

6 

93 

3.91 

0.81 

59 

3.78 

0.70

7 

93 

3.52 

0.80 

59 

3.20 

0.69 

＊ 

8 

93 

3.38 

0.99 

59 

3.03 

0.83 

＊ 

9 

93 

3.32 

1.24 

59 

2.93 

1.38

10 

93 

3.91 

0.78 

59 

3.56 

0.79 

＊＊ 

11 

93 

3.76 

1.03 

59 

3.00 

1.16 

＊＊＊ 

12 

93 

3.73 

0.93 

59 

3.39 

0.93 

＊ 

13 

92 

3.73 

1.01 

59 

3.49 

0.86

14 

93 

2.75 

1.14 

58 

2.76 

1.19

15 

93 

3.27 

1.08 

59 

2.97 

1.05

16 

93 

2.78 

0.92 

59 

2.71 

1.05

17 

93 

3.75 

0.76 

59 

3.53 

0.77

18 

93 

3.37 

0.88 

59 

3.31 

0.86

19 

93 

3.42 

1.10 

59 

3.25 

0.99

20 

93 

3.13 

0.98 

59 

2.92 

1.06

21 

93 

3.82 

0.78 

59 

3.83 

0.67

22 

93 

4.02 

0.87 

59 

3.83 

0.70

23 

93 

3.92 

0.86 

59 

3.92 

0.79

24 

93 

3.96 

0.85 

59 

3.93 

0.79

表６　同保育所群と異保育所群の保育実習Ⅰ（保育所）、保育実習Ⅱの各質問項目の平均値 
保育実習Ⅰ（保育所） 

図５　同保育所群と異保育所群の保育実習Ⅰ（保育所）、保育実習Ⅱの各質問項目の平均値 
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評
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点
） 
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＊ｐ＜0.05　＊＊ｐ＜0.01　＊＊＊ｐ＜0.001

＊ｐ＜0.05　＊＊ｐ＜0.01　＊＊＊ｐ＜0.001保育実習Ⅰ（保育所） 

　 

人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

人数 

平均値 

ＳＤ（±） 

Ｐ 

1 

92 

4.09 

0.74 

59 

3.83 

0.97

2 

92 

3.98 

0.66 

59 

3.75 

0.76

3 

92 

3.95 

0.83 

59 

3.85 

0.72

4 

92 

3.82 

0.73 

59 

3.78 

0.77

5 

92 

3.66 

0.91 

59 

3.37 

1.16

6 

92 

3.67 

1.11 

59 

3.58 

1.28

7 

92 

3.89 

0.96 

59 

3.90 

0.92

8 

92 

3.43 

1.19 

59 

3.46 

1.38

9 

92 

2.70 

1.07 

59 

3.02 

1.21

10 

92 

3.10 

1.04 

59 

2.97 

1.23

11 

92 

3.23 

0.93 

59 

3.22 

0.91

12 

92 

3.03 

1.10 

59 

2.90 

1.23

13 

92 

2.58 

0.99 

59 

2.17 

1.23 

＊ 

14 

92 

3.33 

0.87 

59 

3.27 

0.85

15 

92 

3.91 

0.85 

59 

4.05 

0.75

16 

91 

2.63 

1.07 

58 

2.24 

0.90 

＊ 

17 

92 

3.48 

1.09 

58 

3.19 

0.95

18 

92 

3.42 

0.82 

59 

3.22 

0.93

19 

92 

3.95 

0.75 

59 

3.59 

0.67 

＊＊ 

20 

92 

4.23 

0.70 

59 

4.08 

0.62

21 

92 

4.46 

0.67 

59 

4.17 

0.70 

＊ 

22 

92 

4.13 

0.88 

59 

4.02 

0.84

保育実習Ⅱ 

同
保
育
所
群 

異
保
育
所
群 

＊ｐ＜0.05　＊＊ｐ＜0.01

同保育所群 
異保育所群 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

評
価
（
点
） 

＊ｐ＜0.05　＊＊ｐ＜0.01保育実習Ⅱ 

同保育所群 
異保育所群 

＊ ＊ ＊ 

＊ ＊ ＊ ＊＊ 

＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊ 



関る問題であり社会的信用を失墜させることになる。ミ

ニマムスタンダードでは実習生が個人情報を得る正当な

理由として、個人情報保護法の規定で「『事業者内におい

て行われる学生の実習への協力』という項目が記されて

おり、福祉関係事業者の通常の業務で想定される利用目

的の範囲に実習生への個人情報の提供が含まれている」

と述べている８）。しかし、上記の施設からの意見では実

習生の守秘義務に関するものであり、法的に学生に個人

情報を提供する規定があっても守秘義務が遵守できなけ

れば実習生に情報提供することは難しいと思われる。し

かも、実習施設で実習生が個人情報の利用をする際には、

利用者又は法定代理人の同意が必要であり、同意を得る

ための説明責任は実習施設にある８）。従って、実習生が

子ども（利用者）の個人情報を得ることは実習施設にと

って大きな負担を強いられることになると思われ、実習

生の個人情報の利用は非常に難しい状況である。

しかし、ミニマムスタンダードでも「実習生が実習施

設で子どもと関りをもつときに、子どもの実態を把握し

たうえで関りの手だてを決めることは、その関りを適切

なものにするためには不可欠である」と述べているとお

り、子どもと関りをもつ上で個人情報を得ることは必要

なことである。また、地域社会の機能低下や家庭での子

育て機能低下によって、保育所や施設での子育て支援は

ますます必要な事業になると思われる。このような状況

で子育て支援を保育実習に取り入れるためには、養成校

と実習施設の連携をより緊密にすることはもちろんであ

るが、事前指導で学生へ個人情報保護に関する内容を今

まで以上に徹底し、実習施設の指導者に事前指導から関

ってもらうなどの効果的な指導を実施し、また、積極的

に実習施設へ指導状況を示し信頼を得る必要があると思

われる。

また、多くの養成校の実習指導の現状は、学生が保育

所、施設で実習している際、学生指導を実習施設の指導

担当職員に一任している状態である。そのため、養成校

の実習指導者は実習施設の指導担当職員と密接に連携を

とること、学生を実習先で自ら学習する姿勢を示し実習

できる状態に指導することが必要となっており、保育実

習の事前指導では実習先の実際などの基礎知識、実習生

としての心構えなどの実習生としての基本的姿勢への指

導が中心となっている。調査結果からも保育実習Ⅰ（保

育所）「保育所の状況や一日の流れを理解し、参加できる」、

保育実習Ⅰ（施設）「施設の状況や一日の流れを理解し、

参加させる」、保育実習Ⅲ「子ども（利用者）の個人差、

子ども（利用者）のニーズについて理解し、その対応方

法を習得させる」が高い数値を示し、実習に対する積極

性などの基本的姿勢、実習施設や子ども・利用者の基礎

知識の習得度が高いことを示している。また、先行研究

では保育における環境設定や指導案作成などの基礎技術

の低さが報告され２）、学生の基礎技術の向上は多くの保

育士養成校での課題であり、事前・事後指導のなかに

「模擬保育」など授業を取り入れるなど15）基礎技術向上

のための指導を模索している状況である。上記の現状を

踏まえると、多くの保育士養成校では事前指導の中で基

本的姿勢と基礎技術の指導が中心であり、子育て支援へ

の満足な指導ができていないことも低い評価を示した理

由として考えられる。

２．同保育所群と異保育所群の評価値の比較

保育士養成校で保育実習Ⅰ（保育所）と保育実習Ⅱの

実習施設を同じ保育所で行うか、異なる保育所で行うか

は、養成校の実習に対する学習目標の方向性によって異

なる。例えば、同じ保育所で実習することは保育方針、

子ども、職員、設備など同様の条件下で実習を行うこと

ができ、実習施設の理解や子どもの理解など保育実習Ⅰ

（保育所）から保育実習Ⅱと連続性をもって学習できるな

どの長所があり、異なる保育所で実習することは、保育

実習Ⅰ（保育所）と保育実習Ⅱそれぞれの実習施設の保

育方針やそれにともなう子どもの育ちの違いなどを体験

し、学生の保育所保育への視野の広がりなどの学習効果

が期待できる。

ミニマムスタンダードでは、保育実習（保育所）、保育

実習Ⅱの学ぶべき事項として表１－１及び２に示したが、

その上位概念として¡）「保育実習Ⅰ（保育所）」と「保

育実習Ⅱ」の継続性を理解することができる項目である

こと、™）「保育実習Ⅰ（保育所）」と「保育実習Ⅱ」の

段階性を理解することができる項目であること、£）学

生が保育所実習全体を通して、子ども、家庭、地域への

理解を深化できる項目であること、¢）保育所保育士と

しての職業倫理を涵養することのできる項目であること

の４つを示している。¡）™）の内容からミニマムスタ

ンダードでは、保育実習Ⅰ（保育所）と保育実習Ⅱの実

習指導の学習内容に継続性、段階性をもたせることの必

要性を示している。異保育所群では保育実習Ⅱを保育実

習Ⅰ（保育所）と異なる保育所で取り組むため、子ども
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への関りや実習する保育所への基本的理解などの学習面

で継続性、段階性をもたせることは難しい。それに対し

同保育所群は同じ保育所で実習ができ、全ての学習面か

ら継続性、段階性を持たせ易い。同保育所群が高い数値

を示した理由は、本研究の質問項目がミニマムスタンダ

ードの実習生に学ばせる事項の小項目に準じたものであ

り、保育実習Ⅰ（保育所）から保育実習Ⅱにかけて継続

性、段階性をもたせる内容になっているため、全ての学

習面に継続性、段階性をもって学習することができる同

保育所群の評価値が高かったと考えられる。また、同保

育所群は同じ保育所において約４週間の実習を実践する

ことで、同保育所群は保育実習Ⅰ（保育所）と保育実習

Ⅱを統一した実習期間として見通すことができ、異保育

所群で実習する集団よりも時間的かつ精神的余裕をもっ

て実習できたことも要因と考える。

保育士養成校協議会専門委員会では、新たな保育士養

成にむけての示唆と提言から望まれる専門職像として

「成長し続け、組織の一員として協働する、反省的実践家」

を提示している16）。ここで「反省的実践家」として「反

省」の４つの側面を示している。その４つの側面は「専

門的知識・技術への反省的視点」「保育の事後のふりかえ

りという視点」「保育行為の瞬間瞬間のふりかえりという

視点」「クライアント（利用者＝子ども、保護者）との関

係性のふりかえりという視点」である。このような４つ

の側面を踏まえるならば、特に「クライアント（利用

者＝子ども、保護者）との関係性のふりかえりという視

点」という点で、保育実習Ⅰ（保育所）と保育実習Ⅱの

実習では、同じ保育所で実習を行い継続性、段階性をも

たせた内容で実施することが望ましいと考える。

Ⅴ 引用文献
１）社団法人保育士養成協議会事務局編：会報 保育士養成（平

成19年８月No.56 総会特集号），社団法人全国保育士養成協

議会，2007．

２）高坂登志雄、和田明人、松田広則、千葉弘明：保育者養成

のあり方に関する研究（その１）～保育所実習と施設実習

の実習生評価の結果から～,光星学院八戸短期大学紀要，25，

1-22，2002．

３）社団法人全国保育士養成協議会専門委員会編：保育士養成

課程と関連する専門職養成課程の比較研究，保育士養成資

料集，31，2000．

４）社団法人保育士養成協議会現代保育研究所：平成13年度児

童環境づくり等調査研究事業 保育士養成課程シラバス第一

案，社団法人保育士養成協議会現代保育研究所，2001．

５）社団法人全国保育士養成協議会専門委員会編：効果的な保

育実習のあり方に関する研究Ⅰ～保育実習の実態調査から

～，保育士養成資料集，36，2002．

６）社団法人全国保育士養成協議会専門委員会編：効果的な保

育実習のあり方に関する研究Ⅱ－保育実習指導のミニマム

スタンダード確立に向けて－，保育士養成資料集，40，

2004．

７）社団法人全国保育士養成協議会編：効果的な保育実習のあ

り方に関する研究Ⅲ－保育実習指導のミニマムスタンダー

ド－，保育士養成資料集，42，2005．

８）全国保育士養成協議会編：保育実習のミニマムスタンダー

ド～現場と養成校が協働して保育士を育てる～，北大路書

房，2007．

９）那須信樹、相浦雅子、高橋正文、原孝成、野中千都：『保

育実習指導のミニマムスタンダード』を軸とした保育所実

習指導の実際に関する研究－九州管内保育士養成施設にお

ける保育所実習指導の実態調査を通して－（１）～実習事

前・事後指導の概要を中心に～，全国保育士養成協議会第

46回研究大会研究発表論文集，78-79，2007．

10）相浦雅子、高濱雅文、原孝成、野中千都、那須信樹：『保

育実習指導のミニマムスタンダード』を軸とした保育所実

習指導の実際に関する研究－九州管内保育士養成施設にお

ける保育所実習指導の実態調査を通して－（２）～実習評

価の取扱い・訪問指導の実際を中心に～，全国保育士養成

協議会第46回研究大会研究発表論文集，80-81，2007．

11）保育法令研究会監修：平成19年度版 保育所運営ハンドブッ

ク，中央法規，2007．

12）小川克博、鈴木義昭、水野則子、小関賢：実習の成果から

みた実習の事前指導に対する学生の意識，山形女子短期大

学紀要，30，39-58．1998．

13）佐東治、鈴木義昭、早崎則子、小関賢：実習の充実度から

みた短大での学習活動に対する学生の意識，山形女子短期

大学紀要，59-76，1998．

14）社会福祉法規研究会監修：平成16年度版 社会福祉六法，新

日本法規，2003．

15）千葉弘明：保育者養成のあり方に関する研究（その２）～

「模擬保育」導入の妥当性～,光星学院八戸短期大学紀要，28，

69-78，2002．

16）社団法人全国保育士養成協議会：保育士養成システムのパ

ラダイム転換－新たな専門職像の視点から－，保育士養成

資料集，44，2006．

「保育実習指導のミニマムスタンダード」を取り入れた保育実習のあり方について　千葉

－21－


